
令和７(２０２５) 年４月



　児童扶養手当法の改正により、 公的年金等 （遺族年金、 障害年金、 老齢

年金など） と児童扶養手当との併給制限が見直され、 平成 26 年１２月１日

から、 公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、 その

差額分の児童扶養手当が支給されるようになりました。 また、 令和３年３月

から、 障害基礎年金等の子の加算部分の額が児童扶養手当の額よりも低い

場合には、 その差額分の児童扶養手当が支給されるようになりました。



令和７(２０２５) 年４月～

４ ６ ， ６ ９ ０ 円

１ １ ， ０ ３ ０ 円

４ ６ ， ６ ８ ０ 円 ～ １ １ ， ０ １ ０ 円 の 範 囲

１ １ ， ０ ２ ０ 円 ～ ５ ， ５ ２ ０ 円 ず つ 加 算

（令和６年１１月分～令和７年１０月分）

令和５年分所得

　請求書及び扶養義務者等の前年若しくは前々年の所得に応じ、 手当の支給区分 （全部支給、

一部支給、 全部支給停止） が決まります。

690,000 円

1,450,000 円 1,450,000 円
2,840,000 円

1,070,000 円 1,070,000 円
2,460,000 円

2,080,000 円

1,830,000 円 1,830,000 円
3,220,000 円

6

令和７年１１月分以降の手当は、 令和６年分の所得に応じて支給区分が決まります。
※ 所得税法上に規定する老人扶養親族、 同一生計配偶者 (70 歳以上の者に限る｡)、 特定扶養親族及び

　 16 歳以上 19 歳未満の控除対象扶養親族がある場合は次の額を上記限度額に加算します。

請求者本人の場合

　　老人扶養親族、 同一生計配偶者 (70歳以上の者に限る｡)１人につき 100,000 円、 特定扶養親族及び 16歳

　以上 19歳未満の控除対象扶養親族１人につき 150,000 円

扶養義務者、 孤児等の養育者、 配偶者の場合

　　老人扶養親族１人につき (当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、 当該老人扶養親族のうち

　１人を除いた老人扶養親族１人につき )60,000 円

※請求者が母又は父の場合は、 児童の父又は母から受け取った養育費の８割の額が所得に算入されます。
※所得制限限度額は改定されることがあります。

ひとり親控除



　　手当は、 認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、 ５月、 ７月、 ９月、 １１月、

１月、 ３月 ( 原則として各月とも１１日 ) の６回、 支払月の前月までの分が、 指定した金融機関の

口座へ振込まれます。



令和７ （2025） 年４月～

５６， ８００円
３７， ８３０円

令和５年分所得

令和７年８月分以降の手当は、 令和６年分の所得に応じて支給区分が決まります。
※所得制限限度額は改定されることがあります。

同一生計配偶者 (70 歳以上 ) ・ 老人扶養親族がある場合は 10 万円 / 人



　手当は、 認定を受けると、 認定請求した日の属する月の翌月分から支給され､４月､８月､
１１月 ( 原則として各月とも 11日 ) の３回、 支払月の前月までの分が（11月は当月までの分）
指定した金融機関の口座へ振込まれます。

全て
全て

全て
全て
全て

イ   両眼の視力がそれぞれ０． ０３以下のもの

ロ   １眼の視力が０． ０４、 他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ   ゴールドマン型視野計による測定の結果、 両眼の１/４

       視標による周辺視野角度の和がそれぞれ８０度以下か

       つ１/２視標による両眼中心視野角度が２８度以下のもの

ニ   自動視野計による測定の結果、 両眼開放視認点数が

       70点以下かつ両眼中心視野視認点数が２０点以下のもの

イ    両眼の視力がそれぞれ０． ０７以下のもの
ロ   １眼の視力が０． ０８、 他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ   ゴールドマン型視野計による測定の結果、 両眼の１/４
       視標による周辺視野角度の和がそれぞれ８０度以下かつ
           １/２視標による両眼中心視野角度が５６度以下のもの
ニ   自動視野計による測定の結果、 両眼開放視認点数が
           ７０点以下かつ両眼中心視野視認点数が４０点以下のもの

※提出書類を省略できる場合があります。



令和７ （2025） 年４月～

２９， ５９０円
１６， １００円

同一生計配偶者 (70 歳以上 ) ・ 老人扶養親族がある場合は 10 万円 / 人

令７年８月分以降の手当は、 令和６年分の所得に応じて支給区分が決まります。
※所得制限限度額は改定されることがあります。

令和５年分所得



※このパンフレットは、障害者就労支援事業所からの優先調達により印刷しています。


